


「
玉
梅
花
盆
論
築
」

の
依
拠
資
料
に
つ
い
て

緒

消
末
氏
初
の
能
護
家
李
瑞
祷
(
一
八
六
七

J
一
九
二

O
、
字
は
仲

麟
、
清
道
人
、
玉
梅
花
愈
道
士
な
ど
と
号
し
た
)
は
、
先
素
古
錦
器

の
款
滅
、
一
肋
諮
金
寸
〈
に
つ
い
て
護
法
活
か
ら
系
統
的
な
研
究
を
進
め

〈

1
〉

ハ

2
)

た
先
駆
と
一
一
一
口
わ
れ
、
金
文
書
法
に
関
す
る
著
に
「
玉
梅
花
盆
論
装
」

ハ
以
下
「
論
纂
」
と
略
す
)
が
あ
る
。
こ
の
著
は
、
後
に
付
す
る
清

ハ
3
)

際
な
る
人
物
の
践
に

ハ
4
〉

了
巴
各
日
本
人
下
一
や
龍
丘
。
自
其
閤
京
海
上
。
従
先
生
学
諮
問
。
先

生
傷
自
書
数
一
指
示
之
。
途
月
威
論
装
一
巻
。
而
龍
丘
去
。
議
綴
作
。

と
あ
り
、
丁
巳
す
な
わ
ち
民
国
六
年
ハ
一
九
一
七
)
の
幕
か
、
翌
年

の
初
め
に
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
李
氏
の
唯
一
ま
と
ま
っ
た

専
論
で
あ
る
。
目
下
、
こ
の
時
期
の
碑
学
派
書
論
の
研
究
は
、
北
碑

の
理
論
に
集
点
が
当
て
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
金
文
書
法
論
た
る

「
論
装
い
に
関
す
る
研
究
は
殆
ど
備
わ
ら
な
い
。
だ
が
、
金
文
書
法

の
受
容
が
俄
か
に
盛
観
を
呈
し
た
こ
の
時
期
の
書
法
思
潮
を
探
る
上

向日

野

明

智

で
、
「
論
纂
」
は
更
に
着
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
李
氏
が
「
論
装
」
を
執
筆
し
た
際
、
如
何
な
る
性
質

の
金
文
資
料
に
依
拠
し
た
か
と
い
う
問
題
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が

あ
る
。
特
に
当
時
の
考
証
家
た
ち
が
編
ん
だ
金
文
著
録
は
、
新
器
例

の
収
録
や
款
識
の
綾
写
の
精
度
の
点
で
急
速
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た

が
、
こ
れ
ら
が
「
論
装
」
の
賞
識
の
資
と
し
て
少
な
か
ら
ず
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
怒
橡
に
難
く
な
い
。
こ
の
場
合
、
金
文
著
録

が
刻
々
と
進
歩
を
遂
げ
る
中
で
、
ど
の
時
点
の
研
究
と
関
連
を
有
し

て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
「
論
装
」
の
性
格
を
窺
う
上
で
極

め
て
重
要
で
あ
る
と
患
わ
れ
る
。
小
論
で
は
「
論
装
」
考
究
の
一
環

と
し
て
、
執
筆
の
際
の
金
文
資
料
の
問
題
、
特
に
当
時
公
刊
さ
れ
た

金
文
著
録
と
の
関
連
を
視
座
に
据
え
、
こ
の
著
の
成
立
過
程
の
一
端

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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本
節
で
は
考
察
に
先
立
っ
て
一

l

論
家
」
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
に



す
る
。既

述
の
抜
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
戸
間
装
」
は
、
日
本
人
下

平
氏
の
た
め
の
片
一
一
一
一
同
隻
句
が
一
ヶ
月
余
り
積
み
重
ね
ら
れ
て
完
成
を

見
た
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
「
論
纂
」
は
、
段
落
と
い
う
よ
り
は
幾

多
の
短
文
短
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
相
互
の
結
び
付
き
は
強

く
、
更
に
大
き
な
ま
と
ま
り
を
成
す
傾
向
に
あ
る
。
叙
述
の
内
容
か

ら
見
て
、
全
体
は
大
路
三
部
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
、
そ
の
三
部
を
便
宜
上
標
題
を
掲
げ
て
一
部
す
な
ら
ば
、
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

第
一
部
歴
代
護
法
に
お
け
る
碑
学
と
帖
学
の
趨
勢
〈
雷
頭
か
ら

蘇
霊
芝
へ
の
一
言
及
ま
で
〉

第
二
部
装
警
の
重
要
性
と
歴
代
の
装
警
〈
「
余
書
幼
脇
Ti---装

之
妙
也
。
」
〉

第
一
一
一
部
金
文
書
法
の
番
抵
・
書
流
(
「
今
日
略
一
一
一
一
向
:
:
:
」
か
ら

最
後
ま
で
)

第
一
部
で
碑
学
の
正
統
性
を
説
く
李
氏
は
、
続
く
第
二
部
で
象

謀
、
殊
に
金
文
へ
の
遡
行
を
強
調
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
最
後
の
第
一

一
一
一
部
で
は
体
系
的
な
金
文
器
商
法
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
李
氏
は

金
文
を
護
法
に
よ
っ
て
十
一
派
に
分
類
し
、
各
派
に
数
種
ず
っ
そ
の
書

法
を
代
茨
す
る
器
例
を
掲
出
す
る
と
と
も
に
、
若
干
の
解
説
を
施
し

て
い
る
。
こ
の
解
説
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
派
の
書
法
を
受
け

継
ぐ
と
さ
れ
る
北
碑
を
支
奮
と
し
て
掲
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
書
体
の
い
砕
を
越
え
て
金
文
か
ら
北
碑
ま
で
の
書
法
の
流
れ
を

体
系
化
し
よ
う
と
い
う
企
閣
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
従

来
の
北
碑
を
中
心
と
し
た
碑
学
派
理
論
の
影
響
が
看
取
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
部
に
掲
出
さ
れ
る
金
文
器
例
は
六
十
九
種
に
及

び
、
ま
た
甲
骨
、
石
刻
も
若
干
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
、
行
論
の

便
宜
上
、
十
派
の
名
称
と
掲
出
例
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

一
、
殿
獄
:
:
:
議
販
、
牛
骨
、
陳
長
鑑
、
居
券
、
拍
盤
〈
務
侯
致
、

@
(
6
)
 

舜
侯
盤
、
芹
太
宰
時
飾
文
盤
)

二
、
周
廟
堂
鰻
:
:
:
毛
公
鼎
、
頭
間
前
、
頭
数
、
頭
登
、
石
鼓
文
、

A
 

初
回
鼎

*

本

ム

一
一
一
、
湾
侯
藤
涯
:
:
:
費
侯
器
、
趨
門
侯
檎
、
張
仲
盤
、
叔
夜
鼎
、
河

品
世

君
婦
筆
、
廃
父
鼎

。

回
、
楚
公
鍾
波
:
:
:
楚
公
鏡
、
孟
鼎
、
小
子
部
数
、
天
無
散
、
食

@

@

 

傘
、
突
傘
、
選
傘
、
土
告
券
、
謹
由
、
舵
紹
子
由
、
農
由
、
数

@
 

』
問
、
経
凶
畑
、
部
土
料
附
敵
、
向
券
、
一
ニ
家
券
、
数
父
券

ネ

五
、
数
氏
盤
振
:
:
:
散
氏
擁

ム

ム
ハ
、
克
鼎
援
・
:
:
続
文
公
子
矧
川
、
税
季
子
自
盤
、

七
、
一
括
依
比
部
按

伊
同

it--ザ

d
A

、、

州
市
吋
山
笠
間
山
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中

小

ム

今
回
盤
、
不
殻
数
、
一
草
間
敵
、

迫
歓



ム

A

U

@

八
、
部
替
選
錨
派
:
:
:
郡
勝
議
鑑
、
府
機
、
弘
券
、
釦
王
錦
、
鱒

ム

ム

ム

子
枇
箆
、
線
長
鑑
、
阪
純
盤
、
拍
盤
、
王
子
申
議
(
金
逃
十

。

φ

八
)
、
喪
史
銑
(
向
上
〉
、
中
義
梯
ハ
十
七
〉
、
翠
子
自
弘
(
同

。

上
〉
、
事
微
工
蕊
(
十
八
〉
、
周
家
設
ハ
十
八
〉
、
子
禾
子
釜

*

ム

九
、
大
鼎
祇
:
:
:
大
間
川
、
史
綴
致
、
無
蒋
鼎
J

白
伯
虎
敵
、
条
伯

ψ

小

⑬

技
数
、
話
皐
父
散
、
越
傘

十
、
魯
公
伐
斜
鼎
祇
:
:
:
魯
公
伐
祁
鼎

(

7

)

*

ム

ム

そ
の
他
:
:
:
師
築
敬
、
腿
原
鐘
、
和
鑓

前
節
で
示
し
た
第
一
一
一
部
を
手
が
か
り
と
し
て
、
本
節
で
は
李
氏
が

「
論
党
合
執
筆
の
際
に
依
拠
し
た
資
料
の
実
相
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

早
川
件
数
」
の
執
筆
に
際
し
、
賞
識
の
上
で
有
効
で
あ
っ
た
資
料
と

ハ
8
〉

し
て
、
次
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
想
定
で
き
る
。

A
、
李
氏
の
私
的
収
集
か
、
或
い
は
情
覧
に
よ
っ
て
過
限
し
得
た

原
拓
本

B
、
款
識
を
原
件
ど
お
り
複
写
す
る
金
文
著
録

A
に
つ
い
て
は
、
李
氏
但
蔵
の
精
拓
が
今
日
も
確
認
で
き
る
も
の

ハ
9
〉

が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
賞
識
に
一
定
の
効
力
を
発
揮
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
だ
が
李
氏
が
如
何
な
る
原
拓
を
賞
識
し
て
い
た
か
、
現
段

階
で
は
資
料
の
制
約
が
あ
っ
て
全
容
を
明
ら
か
に
し
得
ず
、
「
論
装
?
一

と
の
関
連
に
も
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に

比
し
て

B
の
場
合
は
、
歴
'
代
の
金
文
著
録
が
今
に
伝
わ
る
た
め
に
、

「
論
装
」
と
の
比
較
対
照
が
可
能
で
あ
る
。
中
で
も
前
節
で
掲
出
し

た
器
例
に
見
る
ご
と
く
、
一
部
に
「
(
金
漣
十
八
と
な
ど
と
書
名
を

明
記
し
て
補
足
説
明
、
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
劉
心
源
『
奇
側

室
官
金
文
漣
』
(
光
絡
二
八
年
刊
・
以
下
『
奇
鱗
』
と
略
す
〉
を
指
し

て
お
り
、
一
部
で
は
あ
る
が
「
論
家
」
が

B
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

か
か
る
状
読
に
鑑
み
、
以
下
の
行
論
は
先
ず
全
て
が

B
に
依
拠
す

る
と
の
仮
定
で
検
討
を
進
め
、
そ
の
結
果
を
も
と
に

A
に
つ
い
て
考

察
す
る
と
い
う
手
頗
を
と
る
こ
と
に
す
る
。

は
じ
め
に
、
「
論
装
」
掲
出
の
六
十
九
例
の
金
文
と
、
「
論
装
」
成

稿
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
歴
代
の

B
に
所
載
す
る
金
文
は
、
数
の
上
で

ハぬ〉

ど
の
程
度
の
一
致
を
見
せ
る
か
、
対
照
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
最

も
一
致
数
の
多
か
っ
た
の
は
先
に
指
摘
し
た
『
奇
紙
』
で
あ
り
、
魯

公
伐
鍔
鼎
以
外
の
六
十
八
例
が
皆
『
奇
鱗
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
程
の
掲
出
例
が
一
致
す
る
状
況
か
ら
す
る
と
、
「
(
金
逮
十
八
)

j

一

等
と
補
足
の
あ
っ
た
六
例
の
み
な
ら
ず
、
『
奇
蹴
』
は
掲
出
例
の
全

般
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
得
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
論
家
」
の
掲
出
例
が

B
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
掲

出
例
の
器
の
名
称
も
依
拠
し
た
B
の
表
-
認
に
従
う
の
が
極
く
自
然
で
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あ
ろ
う
。
次
に
器
の
名
称
の
点
か
ら
、
前
の
検
討
で
密
接
な
関
連
が

予
想
さ
れ
た
『
奇
飢
』
に
焦
点
を
当
て
、
魯
公
伐
斜
問
問
を
除
く
六
十

八
仰
を
比
較
対
照
し
た
。
結
果
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

け
六
十
八
例
中
間
十
六
例
が
同
一
の
名
称
で
表
記
さ
れ
て
い

v
c
o
 

。
残
る
二
十
二
例
中
十
五
例
は
、
ど
の
歴
代
著
録
に
も
見
出
さ

れ
な
い
「
論
家
」
独
自
の
表
記
で
あ
る
。
ハ
前
節
に
て
ム
印
で

表
記
〉

同
最
終
的
に
残
る
七
例
が
『
奇
紙
』
と
一
致
せ
ず
、
地
の
著
録

と
間
二
一
次
記
で
あ
る
。
〈
前
節
に
て
*
印
で
表
示
)

結
果
ハ
門
に
お
い
て
四
十
六
例
と
い
う
多
く
が
同
一
器
称
で
あ
る
こ

と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ

の
四
十
六
例
中
十
二
例
が
、
股
代
著
録
中
『
奇
飢
』
の
み
に
用
い
ら

れ
る
独
自
の
器
称
と
間
二
一
祝
日
記
で
あ
る
点
で
あ
る
(
前
節
に
て
。
印

で
表
記
〉
。
し
か
も
、
こ
の
十
二
例
は
王
子
印
議
な
ど
が
属
す
る
部

感
情
掛
鑓
扱
以
外
に
各
派
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
掲
出

例
の
全
般
に
わ
た
っ
て
主
同
航
』
が
関
わ
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
積
極

的
な
詑
在
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

結
果

ωで
の
十
五
例
は
、
具
体
字
を
用
い
て
い
る
か
、
銘
文
中
の

文
字
を
新
た
に
追
加
し
て
表
記
し
て
い
る
か
、
或
い
は
器
の
分
類
を

具
に
す
る
な
ど
の
英
国
に
よ
っ
て
、
明
本
叫
M
肌
b

を
は
じ
め
歴
代
著
録
の

表
記
と
差
異
の
生
じ
て
い
る
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
李
氏
の
主
観

的
な
判
断
に
よ
っ
た
表
記
か
、
或
い
は
誤
写
と
考
え
ら
れ
、
産
ち
に

こ
の
十
五
例
を
も
っ
て
豆
関
紙
』
と
の
関
連
を
否
定
す
る
例
-
証
と
す

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
郎
容
議
鐘
、
和
鐘
に
つ

い
て
は
、
『
奇
飯
』
独
自
の
器
称
で
あ
る
邸
啓
懇
一
鐘
、
味
鐘
を
異
体
に

書
き
改
め
ら
れ
た
も
の
と
見
倣
し
得
、
逆
に
『
奇
飯
』
と
の
関
連
を

裏
付
け
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

『
奇
観
』
と
の
関
連
に
否
定
的
な
の
は
結
果
侍
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
七
例
に
つ
い
て
、

ω均
五
叫
鱗
』
の
表
記
、
同
『
論
家
』
掲
出
例
の

表
記
、
り
「
論
蒙
」
と
表
記
が
一
致
す
る
金
文
著
録
ハ
以
下
小
論
で

は
、
・
印
を
も
っ
て
そ
の
著
録
の
略
称
と
す
る
〉
を
各
々
示
せ
ば
次

の
よ
う
に
な
る
(
次
頁
・
表
〉
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
司
懐
米
』
な
ど
八
種
の
金
文
著
録
に
も
、
新
た

に
「
論
纂
」
の
資
料
と
し
て
の
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
「
論
蒙
」
第
三
部
に
お
け
る
金
文
掲
出
例
に
着

自
し
、
特
に
援
代
の
金
文
著
録
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
掲
出
数
、
器

称
の
表
記
の
点
か
ら
検
討
を
加
え
た
。
こ
の
結
果
、
一
部
器
例
に
依

拠
を
明
記
し
て
い
た
明
奇
銀
出
が
、
掲
出
例
の
金
般
に
関
与
し
て
い

た
可
能
性
が
指
擁
さ
れ
た
c

一
方
、
四
五
同
級
』
以
外
の
著
怒
と
器
称

の
一
致
す
る
若
干
の
器
棋
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
奇
餓
』
の
他

に
八
種
の
著
録
と
の
関
連
を
予
想
し
得
た
。
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い
て余

蕎
幼
向
学
鼎
勢
。
(
間
字
数
民
繋
最
久
。
後
同
月
十
舜
侯
義
之
属
。
編
臨
諸

銅
器
。
)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
『
積
古
』
『
爾
議
』
な
ど
の
記
載
器
称

を
用
い
て
お
り
、
李
氏
が
若
く
し
て
当
時
公
刊
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら

模
写
本
著
録
を
検
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
「
論

纂
」
中
僅
か
な
が
ら
『
奇
鱗
』
と
器
称
が
兵
な
り
、
『
積
古
』
を
は

じ
め
と
し
た
模
写
本
著
録
の
器
称
に
従
う
も
の
は
、
李
氏
が
古
く
か

ら
そ
の
器
称
で
呼
び
続
け
、
賞
識
・
温
習
し
た
も
の
で
あ
り
、
敢
え

て
『
奇
飢
』
の
新
称
に
従
わ
な
か
っ
た
も
の
と
解
し
得
る
の
で
あ

る。
次
に
、
散
氏
盤
の
他
不
服
数
、
長
伯
戎
散
、
師
笈
款
の
一
一
一
例
が
共

通
し
て
所
載
す
る
『
期
金
』
に
着
目
し
た
い
。
「
論
装
」
中
に
は
不

織
敢
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

不
娘
鼎
。
此
法
治
多
。
如
其
中
之
似
字
。
其
文
似
散
布
不
傾
。

又
在
散
漣
左
勢
好
市
右
援
立
。
此
可
知
一
宇
之
妙
用
。
市
金
器
之

布
白
也
。

こ
こ
で
李
氏
は
似
字
が
盤
側
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ

の
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
は
数
の
外
辺
ま
で
収
め
ら
れ
た
拓
本
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
奇
飢
』
本
は
外
辺
が
努
断
さ
れ
、
款
識

部
分
を
中
心
に
収
め
る
た
め
、
似
の
位
援
が
壁
側
に
あ
る
こ
と
は

予
測
し
難
い
。
そ
れ
が
『
見
金
』
本
で
あ
れ
ば
、
外
辺
を
含
め
た
拓

が
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
似
字
の
壁
側
に
沿
っ
て
い
る
状
況
が
明

ら
か
に
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
主
同
腕
』
に
載
ら
ぬ
唯
一
の
器
例
で

あ
る
魯
公
伐
斜
鼎
も
円
周
金
』
に
一
所
載
す
る
こ
と
か
ら
、
円
周
金
』
は

『
奇
観
』
の
欠
を
補
う
有
力
な
資
料
た
り
得
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
「
論
家
」
と
『
局
金
』
と
の
積
極
的
な
関
連
を
一
部
す
例

は
、
底
抗
述
の
よ
う
に
極
め
て
稀
少
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
『
周
金
』
の

刊
行
事
情
が
与
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
コ
間
金
』
は
姫
仏
陀
縞

『
翠
街
叢
編
』
の
一
と
し
て
、
そ
の
第
一
集
に
巻
一
「
鐘
属
」
が
民

霞
五
年
(
一
九
二
ハ
〉
に
上
梓
さ
れ
、
以
降
毎
巻
続
刊
を
重
ね
、
最

ハロ〉

終
巻
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
五
年
を
費
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

李
氏
が
「
論
議
」
を
執
筆
す
る
際
の
『
局
金
』
は
器
種
が
限
定
さ
れ

た
状
態
に
あ
っ
て
、
広
汎
に
及
ん
だ
賞
識
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
事
実
と
、
吋
論
議
」
と
の
関
連
を
示
す
積
極
例
が
乏
し

い
状
、
況
を
踏
え
る
な
ら
ば
、
執
筆
当
時
未
完
結
の
『
周
金
』
は
、
扱

わ
れ
た
と
し
て
も
『
奇
鋭
い
の
裏
付
け
と
し
て
の
補
助
的
な
も
の
に

過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
『
周
金
』
と
『
奇
偶
』
と

対
等
に
併
崩
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
李
氏
に
存
し
て
い
た
と
は
認
め

難
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
唯
一
の
例
外
広
先
に
指
摘
し
た
魯
公
伐
斜
鼎
が
あ
る
。

こ

れ

に

つ

い

て

で

は

、
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比
鼎
文
、
造
的
冷
鰐
。
無
一
筆
不
除
結
。
無
一
筆
不
不
正
。
所
以
大

難
。
一
時
難
翠
其
副
。

と
し
て
、
類
例
を
般
に
掲
出
で
き
な
い
こ
の
護
法
の
独
自
性
を
評
儲

し
て
お
り
、
こ
の
川
市
を
一
派
と
し
て
定
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
点

を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

続
い
て
史
筑
敢
に
お
い
て
器
称
の
一
致
の
見
忘
れ
た
『
旬
鷲
』
と

の
関
連
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
吋
旬
鷲
』
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
と

前
後
し
て
、
李
氏
は
こ
の
著
の
編
著
者
で
あ
る
端
方
と
金
石
替
問
を

(日〉

通
し
た
交
流
が
あ
っ
た
た
め
、
李
氏
が
端
氏
か
ら
直
接
『
伺
務
』
を

一
罰
さ
れ
た
可
能
性
は
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
の
著
録
所
収
の
器
例
は

書
法
を
質
殺
す
る
に
足
る
規
模
の
器
例
が
少
な
く
、
拓
本
も
紙
面
の

都
合
で
部
分
掲
載
に
す
る
な
ど
の
難
点
が
あ
る
。
『
句
驚
』
と
「
論

薮
」
の
掲
出
例
は
、
数
の
上
で
も
僅
か
三
点
し
か
一
致
し
な
い
こ
と

か
ら
、
李
氏
が
た
と
え
こ
の
著
録
を
関
し
て
い
た
と
し
て
も
、
「
論

装
」
の
執
筆
に
際
し
て
は
殆
ど
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

最
後
に
『
悲
粛
』
に
着
留
し
よ
う
。
「
論
装
」
に
は
、

接
呉
清
卿
中
丞
考
之
、
鶏
楚
器

と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
呉
大
激
(
字
は
清
卿
〉
の
金
文
著

(
日
)

録
中
唯
一
司
窓
欝
』
に
叙
述
さ
れ
る
内
壌
を
踏
え
た
も
の
で
あ
る
。

故
に
、
器
称
に
一
致
す
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
併
せ
て
叙
述
内
容

の
一
面
か
ら
も
、
李
氏
が
を
資
と
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き

ハ
市
川
〉

る
。
と
こ
ろ
が
、

ZA

の
初
稿
は
実
際
に
は
公
刊
に
歪
ら
ず
、

事
実
上
一
般
に
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
民
間
七
年
ハ
一
九
一
八
)
の
上

海
に
お
け
る
改
訂
稿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
改
訂
版
を
資
料
と
す
る

と
見
れ
ば
執
筆
時
期
の
点
で
無
理
が
あ
り
、
ま
た
、
改
訂
版
を
公
刊

す
る
過
程
で
、
例
え
ば
改
訂
版
の
題
議
擦
一
若
者
で
あ
る
呉
昌
碩
の
ご

と
き
を
介
し
て
仮
に
初
稿
本
を
目
踏
し
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
器

関
し
て
執
筆
の
際
に
手
元
に
震
い
て
活
用
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
密
費
』
が
有
力
な
資
料
で
あ

っ
た
と
は
言
え
ず
、
平
服
装
」
と
の
掲
出
例
の
一
致
数
が
三
十
九
併

で
、
町
議
費
』
独
自
の
掲
出
例
が
見
出
し
得
な
い
こ
と
も
、
こ
の
見

解
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
上
述
の
呉
氏
の
言
及
を
踏
ま
え

た
記
述
は
、
お
そ
ら
く
は
敬
一
訂
出
版
の
過
程
に
お
い
て
李
氏
が
知
見

し
た
内
容
が
反
映
し
た
も
の
と
解
さ
れ
、
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
『
窓

蘇
』
が
「
論
装
;
一
の
産
接
的
な
依
拠
資
料
で
あ
る
と
直
ち
に
見
倣
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
、
本
節
で
は
「
論
装
」
の
資
と
な
り
得
る
八
種
の
金
文
著
録

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
金
文
著
録
は
、

款
識
の
接
写
の
精
度
や
掲
出
器
例
の
質
、
そ
し
て
公
刊
時
期
の
点
に

お
い
て
『
奇
飯
』
に
相
当
す
る
程
の
条
件
が
備
わ
ら
ず
、
『
奇
鱗
』

と
対
等
に
活
用
さ
れ
た
可
能
性
が
極
め
て
低
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
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れ
た
。

ζ

の
結
果
か
ら
以
下
の
推
、
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

李
氏
は
「
論
蒙
」
掲
出
例
を
選
定
す
る
際
に
あ
く
ま
で
『
奇
鱗
』
に

直
接
依
拠
し
て
い
た
が
、
他
に
過
限
し
た
著
録
の
影
響
に
よ
っ
て
、

吋
奇
飢
』
を
自
絡
し
な
が
ら
も
若
干
の
器
例
が
怒
意
的
に
書
き
改
め

ら
れ
た
、
と
推
測
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
推
測
に
妥
当
性
が
得
ら

れ
る
た
め
に
は
、
『
奇
慨
』
独
自
の
器
称
に
依
る
掲
出
例
が
「
論
家
」

全
般
に
散
見
さ
れ
る
と
い
う
事
例
の
他
に
、
更
に
直
接
的
な
依
拠
資

料
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
積
極
的
な
証
左
が
必
要
と
さ
れ
る
。
更
に

ま
た
、

A
の
場
合
か
ら
の
再
考
も
併
せ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。、
l
v
b

四

本
節
の
検
討
で
は
、
司
奇
紙
』
と
「
論
家
」
の
関
連
に
つ
い
て
、

掲
出
器
例
の
配
列
煩
序
に
闘
を
向
け
た
い
。
「
論
家
」
で
は
十
派
の

大
部
分
が
一
慌
の
名
称
に
代
表
器
例
の
名
を
冠
し
、
各
派
と
も
そ
の
代

表
器
例
が
筆
頭
に
位
援
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
次
席
以
降
の
配

列
順
序
に
も
李
氏
の
基
準
が
関
与
し
て
い
る
と
考
え
一
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
強
公
鑓
派
の
場
合
、

此
訳
矧
梯
歪
多
。
笈
難
問
押
述
。

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
掲
出
さ
れ
た
十
七
種
の
他
に
も
枚
挙
し
き
れ

な
い
程
の
器
例
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
こ
の
点
か
ら
こ
の
十

七
種
は
、
李
氏
の
価
値
基
準
に
よ
っ
て
厳
密
に
選
定
さ
れ
、
周
到
に

序
列
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
、
何
ら
か
の
別
の
基
準
に
よ
っ
て
機

械
的
に
並
べ
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
の
加
の
基
準
と
目
さ
れ
る

の
が
、
す
な
わ
ち
『
奇
紙
』
で
あ
る
。
試
み
に
楚
公
鐘
汲
器
例
十
七

種
に
、
各
々
『
奇
飯
』
に
お
け
る
所
載
の
巻
・
頁
数
を
付
し
て
み
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
c

楚
公
鐘

孟
鼎

小
子
部
数

天
無
数

み綿一傘

九
・
一
ニ

一
一
・
三
四

一ニ・一一

O

四
・
一
一

五
・
二
一

五
・
二
ハ

五
・
二
一
一

五
・
一
七

六
・
一
一
一
一

ら
数
』
閉
ま
で
は
、
『
奇
紙
』
に
お
い
て
一
器
例
を

掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
調
土
翻
散
か
ら

奇
線
』
で
は
連
続
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
「
此

た
め
に
、
支
同
紙
』
に
お
い
て
偶
然
こ
の
派
の
器
例

が
集
中
し
た
部
分
を
、
卒
氏
は
『
奇
鰍
1

中
の
煩
序
ど
お
り
に
掲
出
し

緒
子
宮

農
菌

数
由

選
鼎

翻
土
翻
敢

向
券

三
家
帯

数
父
動
計
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六
・
一
四

六
・
一
五

六
・
一
五

二

・

七

一
七
・
一
二

一
七
・
ご
ニ

一
七
・
一
回

一
七
・
一
三



た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
郎
幹
議
鐘
一
訟
で
は
、
既
述
の
よ
う
に

鰍
b

巻
十
七
・
十
八
の
器
例
が
集
中
的
に
掲
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
器

例
も
吋
奇
似
』
の
配
列
に
準
じ
た
こ
と
を
示
佼
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
号
制
一
家
」
は
掲
出
例
の
配
列
の
上
で
も
『
奇
蹴
b

に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
前
業
ま
で
の
掲
出
数
や
器

称
の
比
較
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
司
式
同
州
肌
』
を
「
論
纂
」

第
一
一
一
部
全
般
に
関
わ
る
藍
接
的
な
依
拠
資
料
と
見
倣
す
こ
と
に
、
も

は
や
疑
念
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。

こ
こ
で

A
の
場
合
、
す
な
わ
ち
私
集
か
借
覧
に
よ
っ
て
過
限
し
得

た
拓
本
が
立
川
一
家
」
の
資
料
と
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
考
察
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

A
が
『
奇
紙
』
と
向
様
に
全
般
的
な
依
拠

資
料
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
た
と
え
A
が
掲
出
例
数

を
満
た
し
た
と
し
て
も
、
器
の
名
称
や
掲
出
例
の
配
列
順
序
と
い
う

・
点
で
、
『
奇
飢
』
よ
れ
ノ
更
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
と
は
思
わ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
李
氏
の
私
集
・
借
覧
本
は
、
『
奇
飢
』

が
海
内
の
拓
本
を
広
く
収
め
て
い
る
の
に
比
し
て
、
一
定
の
限
界
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、

A
は
『
奇
紙
』
を
部
分
的
に
捕
佐
ー
す

る
上
で
有
効
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
、
特
に
『
奇
狐
』
以
外
の
器
称
を

用
い
た
若
干
の
器
例
に
つ
い
て
は
、

B
の
影
響
と
見
る
他
に
、

A
に

依
拠
し
た
器
例
、
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
想
像
し
得
る
。

A
が
部
分
的
に
資
料
た
り
得
た
と
す
る
脊
力
な
事
例
と
し
て
、
魯

公
伐
部
同
町
が
あ
げ
ち
れ
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
「
論
装
」
が
脱
稿
さ
れ
る
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た

著
録
で
は
、
吋
期
金
』
が
唯
一
こ
の
銘
の
全
容
を
掲
載
し
て
い
る
。

し
か
し
、
李
氏
は
『
府
金
』
の
拓
と
は
異
な
る
別
系
統
の
拓
本
を
自

賭
し
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
の
拓
は
「
論
蒙
」
執
筆
中
か
ら
胡

光
憶
に
よ
っ
て
考
目
証
が
開
始
さ
れ
た
『
金
石
蕃
綿
集
第
一
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
突
は
、
胡
氏
は
民
間
六
年
よ
り
李

氏
の
家
に
寄
宿
し
て
お
ワ
、
こ
の
著
録
は
李
氏
の
監
修
の
も
と
に
考

(
叩
山
〉

証
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
著
録
の
魯
公
伐

部
鼎
も
、
「
論
装
」
が
脱
補
さ
れ
な
い
う
ち
に
胡
氏
を
介
し
て
李
氏

に
過
限
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
「
論
装
」
の
報
筆
に
資
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
『
奇
孤
』
が
「
論
纂
」
掲
出
例
と
配
列
の
上
で

も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
『
奇
飢
』
が
「
論
纂
」
の
直
接

的
な
資
料
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
併
せ
て
私
集
の
拓
本
は
『
奇

飯
』
の
補
足
資
料
一
に
留
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
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結

E
a
 

z--R 

小
論
で
は
、
「
論
袋
町
一
執
筆
の
際
に
依
拠
さ
れ
た
金
文
資
料
に
つ

い
て
、
特
に
公
刊
の
金
文
著
録
と
の
関
連
に
着
信
し
て
検
討
を
加
え

た
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。



一
、
円
奇
紙
』
が
「
論
家
」
の
金
文
資
料
と
し
て
中
心
的
な
位
置
を

占
め
、
全
般
に
わ
た
る
直
接
的
な
典
拠
と
な
っ
た
。

一
一
、
他
の
金
文
著
録
、
及
び
私
集
の
拓
本
は
、
器
仰
の
収
集
規
模
、

款
織
の
復
写
の
精
度
、
公
刊
時
期
の
い
ず
れ
か
の
点
で
難
が
あ

り
、
『
奇
飢
』
ほ
ど
十
分
に
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
、
こ
の
結
果
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
注
目

さ
れ
る
の
は
、
『
奇
餓
』
が
一
定
の
収
録
m
指
数
を
満
た
す
金
文
著
録

と
し
て
は
初
の
拓
本
影
印
本
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
金
文
の

拓
本
を
広
く
有
し
て
い
た
の
は
一
部
の
古
銅
器
収
蔵
家
か
考
証
家
に

限
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
吋
康
畿
舟
箆
構
』
(
光
緒
一
五
年
序
〉
執

筆
時
の
康
有
為
は
、
潜
祖
蔭
や
盛
昼
な
ど
著
名
な
収
蔵
家
か
ら
直
接

蔵
本
を
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
金
文
を
広
く
過
相
似
し
得
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
康
氏
は
、
金
文
は
別
に
専
門
家
が
扱
う
領
域

〈
げ
〉

で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
反
面
そ
れ
は
、
当
時
金
文
の
拓

本
が
一
般
的
に
入
手
し
難
く
、
護
法
国
か
ら
の
蛍
識
も
十
分
に
行
え

な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
一
吋
飢
b

の
公
刊
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
む
拓

本
は
精
彩
さ
を
欠
く
こ
と
な
く
一
般
に
提
供
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で

私
集
・
借
関
の
拓
本
か
模
写
本
の
著
録
に
依
る
他
は
な
か
っ
た
李
氏

も
、
内
奇
狐
い
が
公
刊
さ
れ
て
一
挙
に
広
汎
に
わ
た
る
拓
本
を
精
査
し

得
、
「
諭
錠
」
に
繁
げ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

は
、
清
末
民
初
に
お
け
る
金
文
書
法
の
受
容
が
、
原
拓
影
印
本
金
文

著
録
の
公
刊
に
よ
っ
て
大
き
な
推
進
力
を
得
た
こ
と
を
物
語
る
-
証
左

と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
円
奇
鱗
』
は
そ
れ
以
降
も
進
展
を
遂
げ
る
数
々
の
金
文

著
録
か
ら
見
れ
ば
、
未
だ
途
上
の
段
階
に
あ
る
ζ

と
も
銘
記
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
器
例
の
収
集
規
模
の
点
で
『
窓
驚
』
や
『
周

〈
お
)

金
』
に
及
ば
な
い
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
特
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き

ハ日〉

は
、
『
奇
鱗
』
は
一
部
に
翻
刻
本
を
収
め
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
護
法
研
究
の
資
料
と
し
て
は
重
大
な
火
焔
と
言
わ
ざ

る
を
得
ず
、
原
拓
に
依
ら
な
い
こ
れ
ら
器
例
の
た
め
に
、
「
論
家
」

の
普
遍
妥
当
性
も
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し

て
、
翻
刻
本
と
原
拓
の
書
法
上
の
差
邸
内
に
つ
い
て
逐
一
対
照
す
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
。

以
上
、
立
恕
竺
の
依
拠
資
料
へ
の
着
眼
に
よ
っ
て
、
と
の
護
論

の
性
務
や
成
立
事
情
も
、
そ
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
こ
ま
え
、
今
後
は
碑
学
派
議
論
の
展
開
に
お
け

つ
い
て
、
更
に
考
察
を
進
め
た
い
。

可

hv
こ

法(

ユ

〉
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投
銭
認
「
先
謀
議
議
望
的
一
及
び
「
議
密
室
毒
消
」
〈
と
も
に
侯

一
九
八
ニ
年
刊
所
収
〉



ハ
2
〉

東

南

大

学

関

学

研

究

会

編

第

ニ

巻

第

四

腕

(

民

顕

一

四
年
)
所
収
。
な
お
李
瑞
清
藷
・
符
悶
拐
編
吋
清
道
人
選
集
い
(
民
間
二

O
年
後
序
〉
に
は
間
稿
が
「
五
梅
花
議
議
断
」
と
し
て
収
録
さ
れ
る
が
、

「
論
鉱
」
本
と
は
多
少
の
組
内
向
が
あ
り
、
一
部
箇
所
は
李
氏
没
後
に
改
訂

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
小
論
で
の
考
察
は
全
て
「
論
議
」
本
に
基
づ

き
、
引
用
も
こ
れ
を
底
本
と
し
た
。

ハ
3
〉
未
群
。
李
氏
の
門
弟
と
思
わ
れ
る
。

(
4
〉
未
詳
。
「
清
道
人
体
」
(
吋
清
道
人
議
集
』
佼
稿
・
停
所
収
)

日
本
人
間
風
渡
海
。
詩
業
者
臨
相
接
。

と
あ
る
。

(

5

)

掲
出
例
中
の
@

A

*

印
は
第
二
節
で
の
検
討
の
伎
を
留
り
、
著
者
が

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
(
金
述
十
人
)
」
等
の
補
足
税
関
は
原
文

記
載
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
劉
心
源
『
奇
蹴
室
古
金
文
遮
』
〈
光
緒
二

八
年
)
の
略
称
と
見
倣
し
得
る
。

〈
6
〉
隙
良
盤
、
居
弊
、
拍
盤
は
般
波
の
支
派
と
し
て
扱
わ
れ
、
ま
た
部
硲

議
鑓
援
に
も
重
複
し
て
掲
出
さ
れ
る
。
ま
た
(
〉
の
器
倒
は
、
般
派
の

解
説
文
中
に
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

7

)

十
派
の
解
説
を
終
え
た
後
に
、
追
っ
て
言
及
さ
れ
た
金
文
で
あ
る
。

(
8
)
A
、
B
の
飽
に
古
錦
器
自
体
を
賞
散
す
る
方
法
や
款
識
法
帖
に
依
る

方
法
も
想
定
し
得
る
が
、
約
七
十
に
も
及
ぶ
器
例
は
過
限
L
得
な
い
も
の

と
見
て
、
こ
れ
ら
の
賞
識
の
方
法
に
つ
い
て
は
今
屈
の
検
討
か
ら
除
外
し

た。

ハ
9
〉

北
京
市
文
物
事
業
管
理
局
蔵
の
毛
公
開
前
拓
本
は
、
李
瑞
清
旧
蔵
の
初

出
拓
と
さ
れ
て
い
る
0

・
北
京
市
文
物
事
業
管
理
局
編
『
中
国

語
法
名
品
展
い
ハ
一
九
八
人
年
〉
歴
代
碑
帖
の
部
参
照
。

(
日
〉
「
論
纂
」
掲
出
怖
が
一
一
器
例
で
も
収
録
さ
れ
る

B
系
統
の
金
文
著
録

は
二
十
七
種
に
及
ん
だ
。
去
刊
紙
』
に
次
い
で
『
擦
古
銭
金
文
』
『
周
金
文

存
い
が
五
十
余
り
の
一
致
を
見
せ
た
が
、
他
の
殆
ど
は
一
致
数
が
半
数
に

満
た
な
い
。

(
日
)
台
北
故
宮
博
物
続
蔵
・
李
瑞
清
「
装
警
中
堂
」
(
帰
宅
臨
の
臨
欝
)
に

周
搭
臨
。
筆
護
法
線
。
議
郎
弥
。
輿
極
菌
、
氷
廓
向
。
氏
脚
押
繭
非
也
。

と
あ
号
、
既
氏
の
明
税
制
古
』
に
お
け
る
釈
文
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
G

〈
ロ
〉
雷
同
金
』
の
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
民
国
十
年
(
一
九
一
一
一
〉
庶
民

倉
事
管
印
行
本
ハ
単
行
本
〉
『
周
金
』
に
お
け
る
都
安
の
践
を
参
照
。

〈
日
〉
「
陶
常
山
間
書
識
壌
鶴
銘
獣
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
清
道
人
選
集
』
中

に
は
端
氏
の
蔵
本
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
端
氏
が

時
江
総
督
、
李
氏
が
高
江
締
範
学
堂
監
督
の
職
に
あ
っ
た
、
光
緒
三
二
年

ハ
一
九
O
六
〉
か
ら
宣
統
一
元
年
(
一
九
O
九
)
演
の
一
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。

ハ
M
)

『
窓
鷲
』
第
十
六
知
散
氏
盤
の
条
に

文
字
多
奇
字
。
不
類
成
関
税
月
魯
。
其
剤
一
矩
之
雄
風
。

と
あ
る
。

〈
国
)
芸
品
部
制
』
の
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
民
国
七
年
(
一
九
一
入
〉
上

海
瀦
芥
接
影
印
本
『
窓
驚
』
に
お
け
る
王
両
愈
の
践
を
参
照
。

ハ
百
〉
「
論
装
」
中
に

余
欲
著
一
書
。
以
各
窟
分
波
。
見
書
未
成
。
腐
門
人
拐
光
撞
魚
之

G

正

在
考
定
一
商
動
時
也
。
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と
あ
る
。

(
げ
〉
『
炭
葱
舟
整
備
』
(
光
緒
一
五
年
序
)
巻
二
・
説
文
第
六

ハ
国
〉
『
奇
郷
』
所
収
の
先
泰
金
文
は
三
百
八
十
七
器
、
『
席
金
』
の
場
合
は

千
五
百
一
四
十
五
器
、
円
窓
渚
』
の
場
合
は
千
二
十
九
器
を
数
え
る
。

(
玲
)
王
国
維
・
羅
楕
阪
空
ニ
代
葉
漢
金
文
著
録
表
』
(
民
国
二
十
年
序
)

は
、
『
奇
飢
』
と
『
論
装
』
掲
出
例
の
一
致
す
る
六
十
八
例
中
六
十
七
例

を
収
録
し
、
う
ち
二
十
八
例
を
翻
刻
木
、
一
例
を
偽
器
と
し
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
中
に
は
援
数
の
伺
名
兵
器
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
い

ず
れ
か
一
つ
が
翻
刻
本
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
一
例
と
し
て
数
え

た。

〈
筑
波
大
学
大
学
院
)
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